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告 示

○災害救助法に基づく救助の実施 （社会福祉課取扱い）１

鹿児島県告示第568号

平成27年５月29日からの口永良部島（新岳）噴火による災害に関し，同日から屋久島町の区

域に災害救助法（昭和22年法律第118号）に基づく救助を実施することとした。

平成27年６月９日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎
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